
権利擁護の基礎知識と必要な視点

社会福祉法⼈ひまわり福祉会 凪の丘 中上 晋⼀



今回の内容

■ ⼿引きをもとに、虐待と虐待防⽌法の基本的な部分を解説

←⼿引きのページ番号を併記しています

「虐待防⽌委員会」に関する動画を視聴していただき
個⼈ワーク後グループワークで共有
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今回の講義の⽬的

「虐待」についての基礎知識を得る

「不適切と思われる⽀援」を⾒たときにどうするか

権利侵害に対し感度を上げていただく



「虐待」について・・・
虐待は権利擁護の対極といえます。

■絶対にあってはならないこと︖

■我々には関係のない世界のこと︖︖



最初にお伝えしたいこと
■ お願いしたいことは「虐待をしないでくださいね」ではなく、
「（利⽤者にとって）良い⽀援をしてくださいね」

■ その前提として、「虐待」といわれるものについて
「最低限これだけは知っておいてください」という部分を
お話しします。



「不適切」といわれる⽀援について

■ ①「これはよくない」と分かっていながら、
（仕⽅なく）⾏っている⽀援

■ ②不適切であるという認識無く⾏っている⽀援

どちらも利⽤者さんの権利擁護のために減らしていきたい
⽀援です。



全国の判断数虐待と判断相談・通報件数年度
956713602022

699552912021

632512002020

547231532019

不明難病等発達精神知的⾝体年度
2011265162022

01954162021

602649102020

12332762019

参考︓⼿帳保持者数（愛知県）
精神知的⾝体年度

92366638802337582023

1.24%0.85%3.13%⼈⼝⽐

施設従事者による虐待の状況(愛知県)

⼿帳種別ごとの被虐待数

愛知県資料より抜粋



相談・通報・届出者の内訳（愛知県・抜粋）

⾏政職他利⽤者設置・
経営者元職員職員他施設

職員相談員医機関近隣家族等本⼈年度

20555159822472101937
2022

5.4%1.3%14.7%4.0%26.3%5.9%12.6%0.5%2.7%5.1%9.9%

276311759848191833
2021

9.4%2.1%10.8%5.9%20.5%2.8%16.7%0.3%3.1%6.3%11.5%

242375711312122535
2020

0.9%1.7%10.0%3.1%24.9%4.8%13.5%0.9%5.2%10.9%15.3%

12112530327331822
2019

7.6%0.6%7.6%3.2%19.1%1.9%17.2%1.9%1.9%11.5%14.0%

愛知県資料より抜粋



事業種別ごとの虐待判断数（愛知県）
その他放デイ児発相談GHB型A型短期⽣介重訪居宅⼊所年度

242025551130311
2022

2.8%5.6%2.8％0%35.2%7.0%7.0%1.4%18.3%0%4.2%15.5%

34012341310006
2021

5.5%7.3%0%1.8%41.8%7.3%1.8%5.5%18.2%0%0%10.9%

45001244012136
2020

7.8%9.8%0%0%23.5%7.8%7.8%0.0%23.5%2.0%5.9%11.8%

030070107005
2019

0%13%0%0%30.4%0%4.3%0%30.4%0%0%21.7%

9320525211333171311017214全国
9.7%2.1%0.5%26.4%11.8%3.5%1.8%13.7%1.0%1.8%22.4%(2022)

※福祉ホームは0件

愛知県・厚労省資料より抜粋



虐待の増えている要因・・・
■①事業所数、利⽤者数ともに増え続けている
障害者数（障害者⽩書より）

■②虐待に関する意識が向上し、以前は⾒逃され
ていた⽀援が問われる時代になっている

2023年2006年障害種別
436万⼈351万⼈⾝体障害
109万⼈45万⼈知的障害
614万⼈258万⼈精神障害



「福祉の常識」が変化している

■ 経験の⻑い職員ほど気をつけなければいけない︕

■ 「昔はこうだった」は通⽤しません︕

■ 今でいう「不適切な⽀援」を⾏った結果、間違った
成功体験を持っていることもあります



1 障害者虐待防⽌法の成⽴

■平成24年(2012年)10⽉1⽇に施⾏されました。

■ この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、
障害者の⾃⽴及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防⽌すること
が極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁⽌、障害者
虐待の予防及び早期発⾒その他の障害者虐待の防⽌等に関する国等の責
務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び⾃⽴の⽀援のための措
置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障
害者虐待の防⽌に資する⽀援のための措置等を定めることにより、障害
者虐待の防⽌、養護者に対する⽀援等に関する施策を促進し、もって障
害者の権利利益の擁護に資することを⽬的とする。（法第⼀条）
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かみくだくと・・・

■虐待は障害者の尊厳を奪う⾏為である

■虐待は利⽤者の⾃⽴・社会参加を阻害する
「共⽣社会の実現」という国の理念に反する

■それらを予防するための法律



虐待防⽌法の前提として

■ 日本国憲法第１１条「基本的人権の尊重」

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法
が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利
として、現在および将来の国民に与えられる。

■ 第１３条「個人の尊厳と幸福追求権」

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追
求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。



通報は全ての⼈を救う
■ 深刻な虐待事案は、軽微な⾏為が放置されることによってエスカ
レートして起こっている。

■ 利⽤者はもちろんのこと、虐待を⾏った職員は失職や刑事罰、事業
所としても管理者の責任追及や⾏政処分など・・・

■ 通報により利⽤者の被害を最⼩限にとどめ、職員、事業所も
やり直す機会を得られるかもしれない。

→通報は全ての⼈を救う︕︕

P4 No.5



■ 障害者虐待防⽌法は虐待した⼈を罰する法律ではなく、障害が
ある⽅の権利擁護のための法律

■ 「虐待をしている」「されている」…本⼈の⾃覚は問わない。
■ 虐待か否かの判断は虐待防⽌センター等の第三者機関が⾏う
■ 通報者は法律によって保護される
■ 障害者虐待防⽌法

秘密漏⽰罪、守秘義務違反などに問われない（第16条第3項）
解雇その他の不利益な取扱いを受けない（第16条第4項）

※通報が虚偽、⼀般的に合理性が無い「過失」によるものを除く

通報について



1 障害者虐待の定義
■ 「障害者」は⼿帳を持つ⼈に限らず、⽇常⽣活や社会⽣
活に相当な制限を受ける⼈を含む。18歳未満の⽅も。

虐待の加害者として定義されているのは
・養護者 … 家族、親族、同居⼈等
・使⽤者 … 雇⽤主や事業の経営担当者等
・障害者福祉施設従事者等

件数としては 養護者 ＞ 従事者等 ＞ 使⽤者(2022)
今回の研修では、福祉施設従事者等にしぼります。

P5 No.1



2 虐待の類型
①⾝体的虐待
②性的虐待
③⼼理的虐待
④放棄・放置（ネグレクト）
⑤経済的虐待

■それぞれ 刑事罰の対象にも︕

P5 No.2

具体的事例は
P8〜P10



「虐待」といいますが・・・

傷害罪 暴⾏罪 逮捕監禁罪 殺⼈罪⾝体的虐待
不同意わいせつ罪 不同意性交等罪性的虐待
脅迫罪 強要罪 名誉毀損罪 侮辱罪⼼理的虐待
保護責任者遺棄罪放棄・放置（ネグレクト）
窃盗罪 詐欺罪 恐喝罪 横領罪経済的虐待

上記刑事罰の対象となることもあります

P6〜7



虐待の類型① ⾝体的虐待
①あらゆる暴⼒的⾏為
②本⼈の利益にならない強制による⾏為
無理⽮理⾷べさせる 等・・・

③正当な理由のない⾝体拘束
⾝体拘束（柱や椅⼦やベッドに縛り付ける、医療的必要性

に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ
服を着せる、部屋に閉じ込めるなど）施設側の管理の都合
で睡眠薬などを服⽤させる

P8



虐待の類型② 性的虐待

①あらゆる形態の性的な⾏為またはその強要
②裸にする、その写真を撮影する等
③本⼈の前でわいせつな⾔葉を発する・

わいせつな映像を⾒せる

④他者の前で排せつさせる、おむつ交換をする
・・・等

P8



虐待の類型③ ⼼理的虐待
①威嚇的な発⾔、態度 怒鳴る・罵る・脅す等
②侮辱的な発⾔、態度 からかい、⼦ども扱い、不適切な呼称等
③障害者や家族の存在や⾏為、尊厳を否定、無視するような発⾔、
態度 「なんでこんなこともできないの」「親のしつけが悪い」
④障害者の意欲や⾃⽴⼼を低下させる⾏為
トイレに⾏けるのにオムツを使⽤する等、過剰な介助

⑤交換条件の提⽰ 「○○しないと××できません」
⑥⼼理的に障害者を不当に孤⽴させる⾏為
⾃由に連絡させない、のけ者にする 等

⑦その他著しい⼼理的外傷を与える⾏為

P8〜9



虐待の類型④ 放置、放棄
①必要とされる⽀援や介助を怠り、障害者の⽣活環境・⾝体
や精神状態を悪化させる⾏為
・⼊浴を⾏わず不潔なままにする 等

②障害者の状態に応じた診療や⽀援を怠ったり、医学的診断
を無視した⾏為
・受診させない、処⽅の通り服薬させない 等

③必要な⽤具の使⽤を限定し、要望や⾏動を制限させる⾏為
・⾞椅⼦や補助具を使⽤させない 等

④障害者の権利や尊厳を無視した⾏為またはその⾏為の放置
⑤その他職務上の義務を著しく怠ること

P9〜10



虐待の類型⑤ 経済的虐待
①本⼈の同意なしに財産や預貯⾦を処分、運⽤する
②⽇常⽣活に必要な⾦銭を渡さない、使わせない
③本⼈の同意なしに年⾦等を管理して渡さない
④本来⽀払われるべき賃⾦を⽀払わない
⑤最低賃⾦未満で雇⽤する

※本⼈の同意が表⾯上のものでないか常に留意

P10



従事者等による虐待の内訳(全国)

経済的虐待放棄、放置⼼理的虐待性的虐待⾝体的虐待

5.3%9.5%46.4%13.8%52.0%2022年度

5.0%5.4%42.2%15.3%56.8%2021年度

4.7%7.4%42.1%16.1%52.8%2020年度

厚⽣労働省「都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」より抜粋



虐待を「した」⼈のデータ
全国の1,098⼈の内訳

3位2位1位
40〜49歳50〜59歳60歳以上

17.8%17.9%20.5％

⼥性男性
30.1%69.9%

5位4位3位2位1位
児童指導員サービス管理責任者管理者世話⼈⽣活⽀援員

3.8%6.5%7.9%9.9%44.4%

2022年度

⾮正規正規
17.6%51.6%

厚⽣労働省「都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」より抜粋
「不明」や「その他」を除く



1 障害者虐待を受けたと思われる障
害者を発⾒した場合の通報義務

■ 虐待の疑いがあればまず通報。

P11
虐待を受けたと思われる
障害者を発⾒した⼈ ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 施設⻑・管理者

市町村虐待防⽌センター

相談 相談

通報義務
通報義務 通報義務



虚偽答弁に関する罰則・通報者の保護

■ 調査に対し虚偽の報告・答弁等⾏うと罰⾦に処されるこ
とも・・・「隠さない・嘘をつかない」

■ 通報は匿名でも可能であり、通報者の⾝元は保護される

P12



4 虐待防⽌の責務と障害者や家族の
⽴場の理解

■ 利⽤者、家族は「弱い⽴場」になりやすい

■ 「お世話になっている」意識から、我慢してしまうことも多い

■ 虐待に限らず、通常の⽀援を向上させ利⽤者ニーズが充⾜する
ことによって問題が軽減し虐待防⽌につながることもある

P13



（1）運営責任者の責務
虐待のあった事業所に共通した課題

■ ガバナンス（管理体制）
・「理念」「使命」「⻑期⽬標」「コンプライアンス」等の⽋如
・役割分担や指揮命令系統、責任の所在が不明確
・職員や関係機関との連絡調整が不⼗分

■ 利⽤者⽀援・⼈材育成
・組織的・計画的な採⽤と育成がなされていない
・特に⾃閉症についての障害特性、⾏動障害の理解、⽀援について専⾨性の⽋如
・利⽤者⽀援におけるPDCAサイクル、組織的⽀援⽅法の⽋如
・スーパービジョンの⽋如
・利⽤者⽀援における関係機関等の連携の⽋如



愛知県全国
20192020202120222022年度

23件51件55件71件909件虐待と判断された件数

87.0%20件78.4%40件61.8%34件45.1%32件73.6%669件教育・知識・介護技術等に
関する問題

65.2%15件65.5%36件65.5%36件62.0%44件57.2%520件職員のストレスや
感情コントロールの問題

78.3%18件76.4%42件50.9%28件64.8%46件58.1%528件倫理観や理念の⽋如

34.8%8件18.2%10件27.3%15件28.2%20件31.8%289件虐待を助⻑する組織⾵⼟や
職員間の関係の悪さ

43.5%10件7.3%4件32.7%18件31.0%22件31.4%285件⼈員不⾜や⼈員配置の問題
および関連する多忙さ

虐待の発⽣要因

厚⽣労働省・愛知県資料より抜粋



7 虐待を防⽌するための取り組みについて
■ ①管理者が⽇常的な⽀援場⾯を把握する

■ ②性的虐待防⽌
・できる限り同性介助になるよう配慮
・勤務中のスマートフォン使⽤に注意

■ ③経済的虐待防⽌
・複数⼈で管理する体制をつくる
・台帳等を適切に作成し、客観的な資料を残す

⾵通しのよい職場環境にしておくこと

P22
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（3）虐待防⽌のための具体的な
環境整備

■ ①事故・ヒヤリハット報告書、セルフチェックと
PDCAサイクルの活⽤

■ ②苦情解決制度の活⽤
■ ③サービス評価やオンブズマン、相談⽀援専⾨員等
外部の⽬の活⽤

■ ④ボランティアや実習⽣の受⼊と地域との交流
■ ⑤成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の活⽤

P24〜



虐待が疑われる事案があった場合の対応
■ 通報者の保護
■ 市町村・都道府県による事実確認への協⼒
■ 虐待を受けた障害者や家族への対応
■ 原因の分析と再発の防⽌
■ 個別⽀援計画の⾒直しとサービス管理責任者等
の役割

■ 虐待した職員や役職者への処分等
P28〜



演習
ある障害者支援施設で発生した虐待事案について

■ これから、虐待防止委員会開催場面について３つの場面を視聴していただき
ます。（１場面3分〜5分程度です）

■ それぞれの場面を観ていただいての演習を行います。

■ 個人ワーク3分〜5分、グループワーク15分ほど行っていただきます。

■ グループワークでは個人ワークで考えた意見を共有してください。



【事案の概要】
ある日、社会福祉法人◯◯が運営する、障害者支援施設で、虐待の疑いのある事案が発生しました。

内容は、職員の中村が、強度行動障害のある利用者である後藤さんに対して、身体的虐待及び心理的虐待を

行ったというものでした。

後藤さんの午前中の日課は、作業室でダンボールの箱折作業でしたが、前日に、全てのダンボールの箱折作

業は終わっており、今日、作業するダンボールは既にありませんでした。

通常であれば、ダンボール作業が無くなりそうになったら、担当職員が作業を提供している会社に連絡し、ダン

ボールを持ってきていただくことになっていましたが、担当職員は、その事を忘れてしまっていました。

後藤さんは、急な予定の変更が苦手で、今日のダンボールの作業がないことに対してパニックを起こしました。

自分の頭を叩き、大きな唸り声を上げ、作業テーブルをひっくり返したりしました。また他の利用者に対しての他

害行為が発生しました。

中村職員は、その行動を止めようとして「後藤さん、落ち着いてください」と声がけをしましたが、興奮は収まら

ず、中村職員の腕を掴んで強く爪を立て、大声で泣き叫びました。

痛みに耐えかねた中村職員は「いい加減にしろよ！お前！」と言って、腕を振り払い、後藤さんの両肩を掴ん

で、壁に強く押し付けました。

その場面を見た、同じ作業室にいた同僚の職員は「これは虐待ではないか」と思い、サービス管理責任者の清

水に報告をしました。

清水から報告を受けた大野施設長は、障害者虐待防止法に基づく通報をする事案に該当すると判断し、行政

への通報を指示し、その後、緊急の虐待防止委員会の開催をすることしました。



虐待に関する相談・行動記録（参考）

記録：清水（サビ管）記載日：令和△年◯月✕✕日（□）

報告者：✕✕当該職員氏名：中村●●利用者氏名：後藤◯◯様

記録令和△年◯月日付

ダンボール作業をするため、後藤様が作業室に入られるが、いつも用意されているダンボール作業がなく、不穏になる。

予定の変更が受け入れられず、自傷行為と声出しが発生。中村職員が「今日はダンボールはありません」と伝えるも、納得せず、更に
大きな声を上げてパニックとなり、いつも使っているテーブルを引っくりかえしてしまう。その後、同じ室内にいた、他利用者への掴みか
かりが発生したため、中村職員が引き離す。

その後、中村職員の両腕を強く掴み、爪を立て、大きな声で「いやー！いやー！！」と叫ぶ。中村職員は「後藤さん、危ないからやめて、
痛い」と訴えるも、収まらず、更に大きな声を上げて泣き始める。

中村職員が大きく両手を上下に動かして、手を振りほどいた後、後藤様の両肩を掴んで、直ぐ後ろの壁に体を押し付けた後「いい加減
にしろよ！お前」と大声で言った。

同じ部屋にいた小林職員が、後藤さんに別の作業室で作業するように提案をして、移動をする。後藤さんは「いやー、いやー」と言いな
がらも、移動をした。

10：00時間

その場面に立ち会っていた☓☓職員が清水サビ管に報告。１３：００時間

清水サビ管：後藤さんの状況を確認。午後の作業は落ち着いて過ごされていた。壁に打ち付けられていたとのことで、背中や肩を確認
したが、外傷は見られず。また、看護師が中村職員の腕の状態を確認。腫れと出血があり、処置。
大塚看護師には「後藤さんがパニックなっちゃって」という発言があったものの詳細は語らなかったとのこと。

１３：３０
時間

大野施設長に報告。施設長、虐待に該当すると判断し、通報を指示。１４：００時間

清水、 ✕✕市障害者虐待防止センターに通報。通報の旨、大野施設長に報告するとともに、虐待防止委員会の開催を各委員に連絡
をする。大野施設長の判断により事業所での初めての事案なので理事長にも出席いただくこととした。１４：３０時間



登 場 人 物
※虐待防止委員会出席者

山田理事長・・・理事長

大野施設長・・・虐待防止責任者

清水サビ管・・・虐待防止マネージャー

林 事務長・・・虐待防止委員会 委員

大塚看護師・・・虐待防止委員会 委員

※利用者（被虐待者）

後藤さん（28歳 重度知的障害＋自閉スペクトラム症 障害支援区分５）

言葉の理解はあまりできない。予定外の出来事が苦手。パニックになると自分の
体を叩いたり、

他害行為がある。飛び跳ね、大声、1時間以上泣き続けることがある。

※職員（虐待者） 中村・・・後藤さんの担当 入職４年目



キャラクター職員名

法人の理事長。福祉のことはあまり分からない感じ。物事を大事にすることを好まず、ことなかれ主義
的な一面がある。利用者に権利意識にはやや乏しく、法人の評判や体面を気にするところがある。正
義感の強い大野施設長のことをあまり快く思っていない。

山田理事長

入所施設の施設長・虐待防止責任者。利用者の権利擁護についての知識や見識があり、今回の虐待
事案については、直ぐに通報をするように清水に指示する行動派。山田理事長からは融通の効かない
ところを煙たがられている。

大野施設長

山田理事長のつながりで事務長にヘッドハンティングされた人物。建設会社から福祉業界へ転身。福
祉的な知識・経験はない。理事長寄りの意見を持つが、周囲の意見を聞いて、徐々に認識を改めてい
く。

林事務長

サービス管理責任者であり虐待防止マネージャー。大野施設長の影響を受け、正義感が強く、障害者
虐待のみならず、利用者の権利擁護についても思いが強い。

清水サビ管

別の施設から転職してきた看護師。以前の施設では虐待通報がなされずに、放置された場面をみた苦
い経験がある。前職の経験を話し、通報の重要性を進言する。

大塚看護師

登場人物について（参考）



令和4年度 厚⽣労働省障害福祉総合福祉推進事業
「障害者虐待・権利擁護指導者研修のさらなる質の向上に資する研究」

映像資料

場⾯① 動画︓5分



場面① 個人ワーク（3分）

■ ①同じような事案が、あなたが勤務する施設で発生した場合、通報を
しますか？

■ ②あなたの勤務する施設で虐待事案が発生した場合、どのような報
告・通報ルートになっていますか？

■ ③あなたの勤務する施設で虐待の疑いの事案が発生した時、虐待防
止委員会にかけずとも、直ぐに通報できるルートになっているでしょう
か？



個⼈ワークシート①



令和４年度 厚⽣労働省障害福祉総合福祉推進事業
「障害者虐待・権利擁護指導者研修のさらなる質の向上に資する研究」

映像資料

場⾯② 動画︓3分



場面② 個人ワーク（3分）

■ ①こういう事案が発生した場合、通報をためらう要因になっている
ものはなんですか？（不安なこと、怖いこと、失うもの）

■ ②不安要因があったとしても、勇気を出して通報をすることが、あ
なたはできるでしょうか？

■ ③この事案を通報をせずに放置をした場合、今後、事業所や利用
者にはどのような影響があると思いますか？



個⼈ワークシート②



令和4年度 厚⽣労働省障害福祉総合福祉推進事業
「障害者虐待・権利擁護指導者研修のさらなる質の向上に資する研究」

映像資料

場⾯③ 動画︓2分30秒



個⼈ワークシート③



グループワーク（15分〜20分）

■ 動画を視聴しての感想をグループで共有してください。

【話し合いのポイント】

■ 動画をみて、あなたはどのような感想を持ちましたか？

通報はしますか？

■ 通報したとき、あなたの事業所はどのような影響をうけますか？



確認︓通報の⼿順と参考例
もし、あなたが不適切な⽀援を⾒かけたら・・・

■ 上司や管理責任者、虐待防⽌委員等に報告

■ 市町村に設置された虐待防⽌センターに直接連絡

■ 虐待かどうかは⾏政等が判断する

「なかったこと」にしない︕



6 ⾏動障害のある利⽤者への適切な⽀援

■ いわゆる「強度⾏動障害」のある⽅が虐待に遭いやすい

■ チームで対応し、適切な⽀援を⼼がけることで問題が軽減
するケースも

■ 強度⾏動障害⽀援者研修などを有効に活⽤
（重度障害者⽀援加算の算定要件）

P41 No.6



虐待された⼈の状況(区分・⾏動障害の有無)
愛知県全国

2020202120222022

1.5%11.3%10.0%00.3%4区分1

3.0%22.7%26.0%56.7%90区分2

9.1%68.0%67.2%610.7%144区分3

7.6%513.3%1015.7%1313.6%184区分4

12.1%822.7%1719.3%1613.7%185区分5

27.3%1820.0%1532.5%2729.8%403区分6

21.2%1429.3%2215.7%1317.3%234なし
18.2%122.7%23.6%38.0%108不明
6.1%434.7%2642.2%3520.8%281強い⾏動障害
1.5%12.7%2000.8%11認定ないが⾏動障害
3.0%216.0%1216.9%1411.9%161強くない⾏動障害

15.2%1037.3%2833.7%2831.2%422⾏動障害なし
74.2%499.3%77.2%635.3%477不明

※令和4年度3⽉調査では10点以上が15%・20点以上が1.2%                                          厚⽣労働省・愛知県資料より抜粋



より良い⽀援を⽬指そう
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虐待が起こりやすい環境

■ 閉鎖的な環境

■ 重度の⽅を⽀援している（⾔葉を発しない、⾏動障害が激しい）

■ ⽣活の中に厳しいルールがある

■ 職員のスキルが育っていない、余裕がない



よりよい⽀援のために

■ 「虐待を減らすこと」を⽬的にするのではなく、「利⽤者
の尊厳を守り、利⽤者主体の⽀援を⾏う」ことを⽬指して
いただきたい

■ この⽀援は、本⼈の尊厳を守っているか︖敏感でいる必要
がある

■ サービス提供に際し「安全」や「健康」は重要だが、そこ
で思考停⽌せず、本⼈の意思や尊厳を⼤切に



よりよい⽀援のために︕
■ 「本⼈主体」、本⼈の意思、希望に添った⽀援
本⼈のいいように暮らすのが結果的にいちばん近道かも

■「意思決定⽀援」
■ 「安全」「健康」も⼤切だけど、QOLも意識して
■ 変化することは⼤変だけど、時には必要
■ 常にチームで点検︕「説明できる⽀援」をしよう



最後に 従事者の皆さんへ

■ 福祉の仕事は「感情労働」＝相⼿（＝顧客）のために、⾃分の感
情を操作、または抑圧することを職務にする、精神と感情の協調
が必要な労働

■ ストレスを感じやすく、溜めやすく、燃え尽きてしまうことも

■ ⾃分と、⼀緒に働く仲間を⼤切に・・・


